
告

示

平成™š年Ÿ月˜™日 金曜日 (号外第˜��号)官 報
〇
環
境
省
令
第
十
六
号

環
境
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
及
び
環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
を

実
施
す
る
た
め
、
環
境
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

環
境
大
臣

江
田

五
月

環
境
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

環
境
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
環
境
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
有
明
海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
」
を
「
有
明
海
・
八
代
海
等
総
合
調
査
評

価
委
員
会
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
八
十
六
号

町
を
市
と
す
る
処
分

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
川
郡
野
々
市
町
を
野
々

市
市
と
す
る
旨
、
石
川
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
八
十
七
号

市
の
境
界
の
確
定

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仙
台
市
と
名
取
市
と

の
境
界
を
次
の
と
お
り
決
定
し
、
こ
れ
が
確
定
し
た
旨
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宮
城
県
知
事
か
ら
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

名
取
川
河
口
付
近
に
お
け
る
仙
台
市
と
名
取
市
と
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
別
図
の
と
お
り
現
在
の
境
界
線
の
東
端
の

地
点
で
あ
る
Ｐ
０
、
名
取
川
両
岸
の
水
際
の
中
間
点
で
あ
る
Ｐ
１
、
Ｐ
２
、
Ｐ
３
、
Ｐ
４
、
Ｐ
５
、
Ｐ
６
及
び
名
取
川

河
口
の
中
間
点
で
あ
る
Ｐ
７
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
を
境
界
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
点
の
位
置
に
つ
い
て
は
次
の

と
お
り
と
す
る
。

Ｐ
０

北
緯
三
八
度
一
〇
分
四
八
秒
九
七
〇
〇
〇
、
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
〇
三
秒
九
三
〇
〇
〇

Ｐ
１

北
緯
三
八
度
一
〇
分
四
七
秒
五
八
四
〇
一
、
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
〇
四
秒
九
〇
六
八
六

Ｐ
２

北
緯
三
八
度
一
〇
分
四
四
秒
一
四
三
七
〇
、
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
一
一
秒
八
四
一
一
七

Ｐ
３

北
緯
三
八
度
一
〇
分
四
〇
秒
六
六
四
一
二
、
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
一
八
秒
九
〇
三
九
三

Ｐ
４

北
緯
三
八
度
一
〇
分
三
四
秒
二
三
五
〇
三
、
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
三
二
秒
六
三
一
三
五

Ｐ
５

北
緯
三
八
度
一
〇
分
三
〇
秒
四
四
〇
一
三
、
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
三
八
秒
一
八
三
九
八

Ｐ
６

北
緯
三
八
度
一
〇
分
二
七
秒
四
〇
七
九
七
、
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
四
一
秒
〇
五
二
九
八

Ｐ
７

北
緯
三
八
度
一
〇
分
二
六
秒
四
〇
九
二
〇
、
東
経
一
四
〇
度
五
七
分
四
五
秒
九
一
四
八
三
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